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 はじめに 

 

 ＩＰ時代における電気通信番号の在り方に関する研究会は、ＩＰ化が進展

していく中、今後、電気通信番号に求められる役割等、電気通信番号の在り

方について検討を行うため、平成１６年１２月に検討を開始し、平成１７年

８月、ＩＰ時代における電気通信番号の在り方、固定電話番号のひっ迫対策

のほか、ＥＮＵＭトライアル、営業・料金案内用１ＸＹ番号についての検討

結果を第一次報告書として取りまとめた。 

 

 この第一次報告書の取りまとめの際、今後実現が見込まれる固定通信と移

動通信の融合したＦＭＣ等の新サービスに使用する電気通信番号、ＦＴＴＨ

等の新規サービス受付への営業・料金案内用１ＸＹ番号の使用、自治体のコ

ールセンター等行政への問い合わせ用番号としての１ＸＹ番号の使用、及び

既存電話網からインターネット電話への転送の在り方について、継続して検

討することとされた。 

 

 このため、引き続き研究会を開催し、これら４つの項目について検討を行

った。ＦＭＣ等の新サービスに使用する番号については、具体的なシステム

イメージ、サービスイメージを概観するとともに、利用可能な番号等につい

て検討を行った。新規サービス受付への営業・料金案内用１ＸＹ番号の使用

については、公正競争の観点、利用者利便の観点から検討を行った。また、

行政への問合せ用の番号として１ＸＹ番号を使用することについては、公共

性の観点、ひっ迫への影響等の観点から検討を行った。さらに、既存電話網

からインターネット電話への転送サービスについては、転送の考え方、発信

者の保護方策等について検討を行った。 

 

 第二次報告書は、これらの検討結果を取りまとめたものである。 
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第１章 ＦＭＣ等の新サービスに利用可能な電気通信番号について 

 

１ 検討の背景 

 

１－１ ＦＭＣサービスの出現 

 

 ネットワークのＩＰ化の進展に伴い、ＶｏＩＰサービスなど様々な新サービ

スが出現しているが、近年、固定通信と移動通信の融合したＦＭＣ

（Fixed-Mobile Convergence）サービスに対する関心が高まっている。特に、

英国ＢＴにおいて 2005 年９月に本格開始された「BT-Fusion」サービスは、Ｇ

ＳＭ携帯電話網と固定ＶｏＩＰ網を組み合わせたサービスで、ＦＭＣサービス

の典型例として取り上げられることが多い。 

 我が国においても、固定電話事業者や携帯電話事業者を含め、多様な事業主

体が、サービス提供に向けた検討を開始しており、利用者の利便向上の観点か

らも、これまでにない多彩なサービス展開が期待できるものとして、近い将来、

実現が見込まれている。 

携帯電話網

固定電話網

HLR

アクセスポイント
（無線LAN親機等）

携帯電話網在圏時

端末の在圏情報（携帯網、
無線LAN網）をHLR（※）に登録

GW
宅内無線LAN在圏時

無線LAN圏内

ＩＰ電話網

ユーザＡ外出時

携帯・無線LAN
ﾃﾞｭｱﾙ端末

携帯電話圏内

ユーザＢ

ユーザＡ在宅時

電話をかける場合、相手が屋内、
屋外どちらでも１つの電話番号で
かけることができる。

※ ＨＬＲ：Home Location Register  

図表１－１ ＦＭＣ（固定通信と移動通信の融合）サービスの典型例 
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１－２ ＦＭＣ等の新サービスに利用可能な番号の検討の必要性 

 

 ＦＭＣサービスは、固定通信と移動通信の融合形態として、これまでのサー

ビス区分を越えて提供される可能性がある。番号政策においても、例えば携帯

電話サービスと固定電話サービスを一つの携帯電話番号で提供可能とすること

は、サービスごとに番号帯を定めている現在の番号体系との整理が必要となる。

このため、昨年８月の第一次報告書のとりまとめの際、継続して検討を要する

事項として整理され、引き続き検討を行ってきたものである。 

 なお、こうした融合サービスは、固定通信と移動通信の組み合わせが代表的

なものと考えられるが、これにとどまるものではなく、例えば携帯電話と無線

ＬＡＮを利用するＩＰ電話など、様々な組み合わせが想定される。このため、

検討対象としてはこれに限定せず、いわゆるＦＭＣを含めた様々な融合サービ

スに利用可能な電気通信番号について検討を行うこととする。 

 

 

２ 諸外国の動向 

 

２－１ 英国の動向 

 

 現在ＦＭＣサービスの典型例とされている英国ＢＴによる「BT Fusion」は、

２００５年９月にサービスが本格開始された。本サービスは、固定電話事業者

であるＢＴが、ボーダフォンの移動体網をＭＶＮＯとして活用し、一つの電話

番号により、一つの端末で、屋内では固定通信（ブルートゥース等により固定

網に接続）、屋外ではＧＳＭサービスを利用できるものである。ボーダフォン網

及びＢＴ網の位置情報管理機能を相互に参照可能とすることにより、固定網と

移動網の連携を可能としている。 

 本サービスの契約者が屋内から発信する場合には、安価な固定電話回線の料

金が適用され、この点が、屋内から屋外ＧＳＭ網へのシームレスな連携が可能

になることと併せて、利用者にとって主たるメリットとされる。反面、他の利

用者が本サービスの利用者に発信した場合には、屋外でＧＳＭ網に着信しよう

と、屋内で固定網に着信しようと、同一の携帯電話の料金体系が適用される。 
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 なお、英国においては、フランステレコムの移動体通信子会社であるオレン

ジによっても同様のサービス提供が計画されている。 

 

２－２ 韓国の動向 

 

 韓国においては、コリア・テレコム（KT）と、その移動体子会社であるＫＴ

フリーテルとの連携により、一つの端末（ワンフォン）によるサービスが提供

されている。ただし、使用する電話番号は一つではなく、利用者は固定回線と

携帯電話回線の二つの番号を持つ。これにより、屋内では固定電話番号により

発着信を行うコードレス電話として、屋外では携帯電話として使用可能となる。

屋内の固定通信と屋外の携帯電話のシームレス連携機能は具備されておらず、

当初は、手動による切り替えが必要とされていたが、この点が利用者のニーズ

が高まらない原因とされ、現在は、切り替えは自動で行われるようになってい

る。 

 屋内の固定電話としての発着信には固定電話相当の料金、屋外の携帯電話と

しての発着信には携帯電話相当の料金が適用される。 

 

【英国】ＢＴ：「BT Fusion」   【韓国】ＫＴ：「OnePhone」 

Bluetooth

AP

GSM

自動的に切り
替わり、通話し
ながらでも途切
れない

ＢＴの
ブロードバンド回線

端末の位置情報
等の受渡し

携帯電話番号で着信
ボーダフォンの移動体網
（BTがMVNOとして運営）

BTの
固定電話網

BTの
IP網

携帯電話番号で着信 Bluetooth

AP

CDMA2000

ＫＴの
固定電話回線

ＫＴの
固定電話網

ＫＴフリーテルの
移動体網

手動による切替
が必要

携帯電話番号で着信

固定電話番号で着信

携
帯

電
話

番
号

で着
信

 

図表１－２ 諸外国のＦＭＣサービス例 

 

２－３ ドイツの動向 

 

 ドイツにおいては、第３世代携帯電話事業者０２による Genion サービスがＦ

ＭＣサービスの代表的なものとして提供されている。これは、第３世代携帯電
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話網を使用して利用者が自宅や職場から発信した通話を固定電話並みの低価格

で通話できるようにするサービスである。利用者の自宅付近など特定の基地局

から発着信した呼（当該基地局の半径 500 メートル程度の範囲が「HomeZone」

として設定される。）については、仮想的な固定電話サービスとして、固定電話

並みの課金となる。携帯電話番号による発着信が基本であるが、オプションで

「HomeZone」を設定した地域の固定電話番号を利用することも可能とされてい

る。０２としては、本サービスに加え、第３世代携帯電話網を活用した無線イ

ンターネット接続サービスを提供することにより、固定電話回線が必要なくな

るという点をポイントに事業展開を行っている。 
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３ ＦＭＣの概念 

 

 固定通信と移動通信の融合としてのＦＭＣは、一般的には、固定網と移動網の融

合（ネットワークの融合）、あるいは利用者利便の観点から固定通信サービスと移

動通信サービスの融合の概念でとらえられることが多い。ここでは、ネットワーク

の融合あるいはサービスの融合という観点で、ＦＭＣのシステムイメージとサービ

スイメージを概観する。 

 

３－１ ＦＭＣのシステムイメージ 

 

 ＦＭＣのシステムイメージについては、各構成員からの発表のほか、パブリ

ックコメントを募集して整理を行った。 

 既存ネットワークの組み合わせとしては、利用者が屋内にいるか屋外（移動

通信の圏内）にいるかにより、ルーティング先を切り替える機能を有する位置

管理サーバを、移動網側に持つか固定網側で持つかで類型が分かれる。 

 例えば、携帯電話事業者が自らの移動網と他者の固定網を組み合わせてＦＭ

Ｃサービスを提供する場合には、位置管理サーバは携帯電話網側で保有するこ

とが考えられる〔パターン①〕。 

 逆に、固定事業者が位置管理サーバにより固定網側の在圏情報を把握し、圏

外の場合に移動網側にルーティングする形態も考えられる。〔パターン②〕 
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パターン① 既存NWの組み合わせ（位置管理サーバが移動事業者網にある場合）

▼着信時
発事業者は移動体事業者にルーティングし、移動体事業者は位置管理サーバに従い着信先にルーティングする。

▼発信時
FMCサービス端末発信時のルーチングは発事業者の判断による。

位置管理サーバ

移動事業者網

固定事業者網

発事業者網

移動事業者網

固定事業者網

（注）移動事業者と固定事業者は
異なる事業者でも同一の事
業者でもよい。

着事業者網

移動体アクセス

固定アクセス

移動体アクセス

固定アクセス

 

 

 

 

図表１－３ 既存ＮＷの組み合わせによるＦＭＣシステムイメージ 

 

パターン② 既存 NWの組み合わせ（位置管理サーバが固定事業者網にある場合） 

▼着信時
発事業者は固定事業者にルーティングし、固定事業者は位置管理サーバに従い着信先にルーティングする。 

▼発信時
FMC サービス端末発信時のルーチングは発事業者の判断による。

位置管理サーバ

移動事業者網

固定事業者網

発事業者網

移動事業者網

固定事業者網

（注）移動事業者と固定事業者は
異なる事業者でも同一の事
業者でもよい。

着 事業者網 

移動体アクセス

固定アクセス

移動体アクセス

固定アクセス
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 ネットワークのＩＰ化が進展すると、アクセス手段として固定と移動が分か

れても、コアネットワークは統合することも考えられる。この場合は、統合Ｉ

Ｐ網側で位置管理サーバを保持することが想定される。〔パターン③〕 

 

 

パターン③ 統合NW
▼着信時

発事業者は統合NWに向けてルーチングを行い、ユーザの呼び出しに移動体網を利用す
るか固定網を利用するかはFMCサービス提供事業者が選択する。

▼発信時
FMCサービス提供事業者が発信者のアクセス網に依存せず統合NWを経由して着信先
ネットワークへルーチングされる。

移動体アクセス

固定アクセス

コアNW

位置管理サーバ

移動体アクセス

コアNW

固定・移動統合網

固定アクセス

固定・移動統合網

着事業者網

発事業者網

（注）固定・移動統合網は異なる事
業者がコアNWを共有する

ケースも想定される。

 

図表１－４ 統合ＮＷによるＦＭＣシステムイメージ 

 

 

 また、既存ネットワークにおいても、固定網と移動網を結ぶＩＮ事業者が位

置情報サーバを保持し、ルーティングする形態も考えられる〔パターン④〕。 

 さらに、ＩＮ事業者が信号網経由で発事業者に着信先番号を通知し、発事業

者側でこれに基づきルーティングする形態も考えられる〔パターン⑤〕。 

こうしたＩＮ機能を提供する新たな事業主体がＦＭＣ提供事業者として参入

することで、さらに多彩なサービス提供や競争の促進が期待される。 
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移動事業者網

固定事業者網

移動体アクセス

固定アクセス

パターン④ ＩＮ型（回線網接続）

▼着信時
発事業者はＩＮ事業者にルーティングし、ＩＮ事業者は位置管理サーバに従い着事業者網にルーティングする。

▼発信時
ＦＭＣ発信時は、ダイヤル番号に従いルーティングする。

発事業者網 IN事業者

IN事業者

着事業者網

移動事業者網

固定事業者網

（注）着信端末が移動・固定のい
ずれにいるかは、何らかの
方法でＩＮ事業者の位置管
理サーバに登録する。

移動体ア
クセス

固定ア
クセス

着事業者網

移動事業者網

固定事業者網

移動体ア
クセス

固定ア
クセス

位置管理
サーバ

位置管理
サーバ

発事業者のサービスとして発信 ＩＮ事業者のサービスとして発信

IN事業者

位置管理
サーバ

 

 

移動事業者網

固定事業者網

移動体アクセス

固定アクセス

パターン⑤ ＩＮ型（信号網接続）

▼着信時
発事業者は信号網経由でＩＮ事業者から着信先事業者番号を取得し、その番号に従い着事業者網にルーティングする。

▼発信時
ＦＭＣ発信時は、ダイヤル番号に従いルーティングする。

発事業者網

IN事業者

信号網接続

IN事業者

着事業者網

移動事業者網

固定事業者網

（注）着信端末が移動・固定のい
ずれにいるかは、何らかの
方法でＩＮ事業者の位置管
理サーバに登録する。

移動体ア
クセス

固定ア
クセス

位置管理
サーバ

IN事業者

着事業者網

移動事業者網

固定事業者網

移動体ア
クセス

固定ア
クセス

位置管理
サーバ

位置管理
サーバ

発事業者のサービスとして発信 ＩＮ事業者のサービスとして発信  

 

図表１－５ ＩＮ型によるＦＭＣシステムイメージ 
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 なお、これらのパターン別に、技術開発要素等を勘案して、実現可能となる

時期の予想を試みた。現実には、次世代ネットワークの構築をはじめとする技

術進歩に応じ、変動することが当然考えられるが、既存のネットワーク及び技

術を前提とした実現可能時期の目安としては、図表１－６のとおりである。 

 

パターン①②パターン①②
〔〔既存既存NWNWの組合せの組合せ ～～ 〕〕

11年後年後 22年後年後 33年後年後開発開始開発開始

パターン④⑤パターン④⑤
〔〔ININ型型〕〕

パターン③パターン③
〔〔統合統合NWNW型型〕〕

： 開発期間  

図表１－６ 各ネットワーク構成パターンの実現可能予想時期 

  

３－２ ＦＭＣのサービスイメージ 

 

 ＦＭＣのサービスイメージについても、本研究会ワーキンググループにおけ

る各構成員からの発表やパブリックコメントを募集した際の意見において、多

岐に渡っている。そこで、ＦＭＣのサービスとして考えられる特徴のうち、番

号を検討する上で必要な事項について、以下の通り整理を図った。 

 

  ア 着信番号 

 着信番号は、例えば固定網や移動網でそれぞれ異なる番号なのか、一つの番

号なのか。 

 

 

 

 

仮に着信番号がそれぞれ異なる番号であれば、既存の制度下で実現されてお

り、新たな課題はなくＦＭＣサービスで利用する番号について議論するまでも

ない。 

よって、ＦＭＣサービスの番号を議論する上では、例えば固定網や移動網な

ど異なる網を利用しても一つの番号で着信できることが前提となる。 
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  イ 網形態（連携される網の種類） 

 ＦＭＣサービスで連携される網は、例えば０ＡＢ～Ｊや０９０／０８０など

の番号が付与されている網だけの連携なのか、それとも０ＡＢ～Ｊや０９０／

０８０などの番号が付与される要件を満たしているが番号を取得していない回

線との連携も含めるのか。 

 

 

 

 

 

 

  ウ 網形態（連携される網の組み合わせ）  

 ＦＭＣサービスで連携される網の組合せは、固定網と移動網との連携だけか、

固定網同士の連携や移動網同士の連携もあるのか。 

 

 

 

 

  エ 通話料金（通話料金の負担者） 

 ＦＭＣサービスの通話料金の負担者は、一般の電話と同様に発信者のみか、

着信転送と同様に発信者と転送元がそれぞれで負担するのか。 

 

 

 

 

 

  オ 通話料金（通話料金の水準） 

 ＦＭＣサービスの通話料金は、固定網経由や移動網経由でそれぞれ異なる料

金なのか、同一の料金なのか。 

 

 

番号が付与されている網との連携による提供のほかに、番号が付与される要

件を満たしているが、番号を取得していない回線（以下、「ＦＭＣ用回線」と

いう。）との連携での提供もある。ただし、電話として最低限の通話品質は確

保していることが必要である。 

固定網と移動網の連携のみという制限を加えることなく、固定網同士の連携

や移動網同士の連携などの形態での提供もある。 

ＦＭＣサービスの通話料金は、発信者のみが負担する、あるいは着信転送と

同様に発信者と転送元それぞれで負担する等の制限を加えることなく、どの様

な形でもかまわないこととする。 
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  カ 着信系サービスか、発着信一体サービスか 

 ＦＭＣサービスは、発信は行えない着信系のみのサービスと捉えるのか、そ

れとも発信も着信も行える発着信一体のサービスと捉えるのか。 

 

 

 

 

  キ 発信者番号 

 ＦＭＣサービスからの発信時の発信者番号は、固定回線や移動回線のそれぞ

れに付与されている番号とするのか、ＦＭＣサービスの番号とするのか。 

 

 

 

 

 

 これらの他、ＦＭＣサービスとして、端末の一体化（ワンフォン）や、固定

網と移動網の自動切り替え（シームレス連携）の実現が典型的とされる場合も

あるが、これらについても番号を検討する上で、特段に制限を設けることはせ

ず、様々な形態での提供を可能とすることが適当である。 

 

着信網によって異なる料金である場合もあるし、着信網によらず料金が一律

であることも考えられる。 

料金水準も、既存の固定網着や移動網着と同程度の料金水準である場合も考

えられるし、固定網着と移動網着の中間のような料金水準も考えられる。 

以上のように、ＦＭＣサービスにおける通話料金は、サービス提供事業者に

より幅広く選択が可能なものと考える。 

ＦＭＣサービスは発着信一体のサービスが主流と考えられるが、着信のみの

形態もある。 

発信者番号としては、固定回線や移動回線のそれぞれに付与されている番号

でも、ＦＭＣサービスを提供している番号のいずれでもかまわない。なお、Ｆ

ＭＣ用回線との連携による提供の場合は、発信者番号はＦＭＣサービスを提供

している番号となる。 
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  ク 端末の一体化（ワンフォン）1 

 

 

 

 

 

  ケ 固定網と移動網の自動切り替え（シームレス連携）2 

 

 

 

 

 さらに、請求書の融合（固定・移動の一括請求）、提供主体の融合（ワンスト

ップ契約）もＦＭＣに含まれるとの見方もあるが、これらについては、番号を

検討する上では、直接関係しないものと考えられる。 

 

３－３ 番号を検討する上でのサービスの概念 

 

 上記３－２において、いわゆるＦＭＣサービスの要素となり得る特徴を整理

してきたが、現実には、固定通信と移動通信の組合せ以外にも、様々な新規サ

ービスが想定されるところである。 

 こうした多彩なサービスの実現を可能とする観点からも、番号を検討する上

での制約は必要最小限のものとすることが適当である。 

 今回、ＦＭＣ等に利用可能な番号を検討するに際し、その対象は、ひとまず、

                                                  
1 固定通信と移動通信で利用者の端末を一体化し、屋内では固定電話、屋外では携帯電話として

使用可能とするものである。ＰＨＳは、屋内では固定電話機の子機として、屋外では移動電話と

して使用することが可能なシステムであり、主として法人利用者を対象に、事業所内では内線電

話、屋外では移動電話として同一端末によるサービスを実現している。また、携帯電話について

も、無線ＬＡＮ機能とのデュアル端末により、事業所内では無線ＬＡＮ経由で内線電話として、

屋外では携帯電話として同一端末によるサービスが提供されている。 
2 今日、ＦＭＣサービスの典型例とされているのが、固定網と移動網の自動切り替え（シームレ

ス連携）機能を備えたものである。英国ＢＴによる BT-Fusion においてもこの機能を具備してい

る。これにより、利用者は屋内外を意識せずに同一端末で発着信を行えるものとなるが、位置情

報システムなど、固定網と移動網の連携が必要となる。また、将来的には、統合ＩＰ網によりア

クセス部分を除き一体的に提供する形態も考えられる。 

一つの端末（ワンフォン）で提供する形態と、固定網では固定電話端末を使

用することも可能とするなど、固定網と携帯網で異なる端末とする形態の、い

ずれでもかまわない。 

着信先の切替えについても、利用者が何らかの操作を行う形態と、自動で切

り替わる（シームレス連携）形態の、いずれでもかまわない。 
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「ワンナンバーのサービスで、網形態や通話料金、品質などは番号からは識別

できないサービス」と定義することが適当である。ただし、品質については、

電話として最低限の通話品質は確保していることが必要である3。 

 また、サービスの具体的内容についても、「音声サービス」「データサービス」

「音声＋データサービス」「ネットワークアクセスサービス」など多岐にわたる

が、番号の検討に際しては、音声サービスとしてとらえれば十分と考えられる4。 

 ただし、従来から既存の番号で提供されているサービスについては、新たに

番号の整理を行う必要がないものであることから、検討の対象外とする。既存

番号で提供されるサービスのうち、特に、ＵＰＴサービス（Universal Personal 

Telecommunications：個人通信サービス）は、『ＵＰＴサービスは任意の番号に

着信でき、ＦＭＣサービスは契約時に指定した端末へ着信する』といった相違

点は挙げられるが、サービス内容自体は、ＦＭＣサービスに極めて近いものと

考えられる。 

 また、類似サービスとして、着信転送サービスがあるが、ＦＭＣサービスと

の大きな違いは、着信転送サービスは２コールで実現するものであるのに対し、

ＦＭＣサービスは１コールで実現する点と捉えることが可能である。 

 従って、着信転送サービスとの差異を明確にする観点も加え、今回の検討に

あたって対象となるサービスは、 

 

 

 

 

 とすることが適当である。 

 

 

 

                                                  
3 ０５０番号のＩＰ電話については、最低限の通話品質として、ITU-T 勧告 G.107 に規定されて

いる R値について 50 超、ITU-T 勧告 G.114 に規定されている遅延について 400ms 未満を 95%以上

の確率で満たすことが基準として定められている。 
4 その番号を用いて音声サービスのみではなく、データ通信等も当然可能。 

ワンナンバーかつワンコールで提供されるサービスで、網形態や通話料金、

品質などは番号からは識別できないサービス（ただし、品質については、電話

として最低限の通話品質は確保していることが必要） 
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 ＦＭＣ 着信転送 ＵＰＴ 

利用形態 

契約時に指定した
例えば固定、携帯
のいずれかの端末
へのみ、状況に応
じて切り替えて着
信する 

着信呼を（その都
度）あらかじめ指
定した任意の端末
に着信させる 

回線とは独立に、
個人識別の番号を
付与し、あらかじ
め指定した任意の
番号に着信させる

連携される
網の種類 

番号が付与されて
いる網のほかＦＭ
Ｃ用回線も含む 

番号が付与されている網だけ 

連携される
網の組合せ 

全ての網との組合せ 
網形
態 

着信番号に
よる品質・地
理識別性 

品質・地理識別が
できない事が識別
可能 
なお、既存番号の
場合は識別不可 

識別不可 
品質・地理識別が
できない事が識別
可能 

通話料金の 
負担者 

発信者 又は 
発信者と着信者 

発信者と転送元 発信者 

通話料金の
水準 

不定 既存サービス水準 不定 
通話 
料金 

着信番号に
よる料金識
別 

料金が識別できな
いことが識別可能
なお、既存番号の
場合は識別不可 

識別可能 
（発信者の負担額
に変動はないた

め） 

料金が識別できな
いことが識別可能

着信系／発信系一体
サービス 

 
発着信一体サービ
ス 
あるいは着信系サ
ービス 

着信サービス 

発着信一体サービ
ス 
あるいは着信系サ
ービス 

発信者番号 

発信回線に複数の
番号が付与されて
いる場合は、ＦＭ
Ｃ番号含めていず
れの番号でも良い

――― 
（着信サービスな
ので発信者番号は
議論の対象外） 

発信回線に複数の
番号が付与されて
いる場合は、UPT
番号含めていずれ
の番号でも良い 

１コール／２コール １コール ２コール １コール 

図表１－７ 類似サービスとの違い 
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４ ＦＭＣ等に利用可能な番号の検討 

 

 本節では、「ワンナンバーかつワンコールで提供されるサービスで、網形態や通

話料金、品質などは番号からは識別できないサービス」であるＦＭＣについて、ど

のような番号を使用することが適当か検討する。 

 ＦＭＣサービスは、従来のサービスとは異なり、固定通信と移動通信が融合した

新たなサービスである点からは、新規番号を検討することが適当と考えられる。 

 他方、サービスの融合によって生ずる新たなサービスが一定の範囲内にとどまり、

既存のサービスとの差異が小さい場合には、利用者に大きな影響が生じない範囲で、

既存番号を使用することも可能ではないかと考えられる。特に、既存番号の利用者

にとっては、現在の番号を継続利用できることから、利用者利便の観点からも、既

存番号使用のニーズはあるものと考えられる。 

 このため、新規番号の他、既存番号についても、利用者に大きな影響の生じない

一定の範囲で使用を認められるのではないかとの観点から、個々の番号帯について、

使用可能性の検討を行った。 

  

４－１ 新規番号の検討 

 

 ＦＭＣサービスを新規サービスと観念し、新規番号を使用する場合には、そ

のサービス性を新規番号の特徴ととらえれば、後述するように既存番号で課題

となるような料金識別、サービス識別、品質識別等の論点は、新規番号には該

当しない。このため、ＦＭＣサービスを提供する上で、新規番号を新たに指定

することは適当と考えられる。 

 ＦＭＣサービスが固定通信と移動通信の連携を含み、地理的識別がなく、か

つ、通話品質も一定でないサービスである点にかんがみれば、新規番号を指定

する場合は、地理的識別がない０Ａ０番号とすることが適当である。 
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 新規ＦＭＣ用番号の候補としては、現在、未使用で保留されている０３０及

び０４０番号も考えられるが、ＵＰＴとの類似性及び番号の効率的な利用の観

点からは、ＦＭＣサービスにＵＰＴと同じ０６０番号を指定することが適当と

考えられる。なお、その場合においては、既に提供されているＵＰＴサービス

の提供に支障を及ぼさないようにする必要がある。 

 新規番号の桁数については、将来の利用者増を見込んで１２桁以上とするこ

とも考えられるが、現時点において利用者数が明らかではなく、他の０Ａ０番

号と桁数を同じくすることは、新規番号の導入に伴う網改造費用を抑制する利

点もある。このため、１１桁の桁数を維持することとし、将来的に利用者を収

容不可能となることが明らかになった時点で、桁数増等を検討することが適当

である。 

 さらに、番号の指定の単位については、多様なサービス提供主体が考えられ

ること、また、番号の効率的な利用の観点からも、０６０に続く事業者識別コ

ードは３桁（１０万番号単位で指定）ではなく、４桁（１万番号で指定）とす

ることが適当である。なお、事業者識別コードを４桁とすることについては、

海外発・日本着の接続において、番号の分析桁数の課題があるのではないかと

の指摘もあるが、その影響は小さく、特に障害とはならないと考えられる。 

 

４－２ 既存番号の検討 

 

 対象となるサービスが固定通信と移動通信の連携を含み、地理的識別がなく、

かつ、通話品質も一定でないサービスである点にかんがみれば、既存番号を使

用する場合にも、地理的識別がない０Ａ０番号を使用することが考えられる。

他方、利用者利便の観点からは、０Ａ０番号に限定するのではなく、既存番号

全体を対象とすべきとの意見もある。このため、既存番号については、０Ａ０

番号に加え、０ＡＢ～Ｊ番号についても検討を行うこととする。 

 

（１） 電気通信番号の役割に照らした課題の抽出（一次評価） 

 

 既存番号については、「利用者に大きな影響の生じない一定の範囲」での使用

可能性を検討することが適当であり、検討の視点として、昨年８月に取りまと
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められた研究会第一次報告書の内容を踏まえ、電気通信番号の役割としての 

   ・サービスの種類が識別可能であること 

   ・料金の識別が可能であること 

   ・地理的識別が可能であること（固定電話番号について） 

   ・通話品質が識別可能であること 

   ・社会的信頼性の識別が可能であること 

の５点について検討を行った。 

 

  ア サービス識別 

 現在は、サービスごとに番号が指定されており、番号からサービスを識別す

ることが可能であるが、ある既存番号でＦＭＣサービスも提供するとした場合、

当該番号において、従来のサービスとＦＭＣサービスの双方を提供されること

となり、番号によるサービス識別性に影響を与えることになる。 

 また、複数の既存サービスを組み合わせてＦＭＣサービスを提供する場合（例

えば携帯電話サービスと 050ＩＰ電話サービスの組み合わせ）、組み合わされた

両方の番号で同一のＦＭＣサービスが提供可能となり、この場合も、番号によ

るサービス識別性に影響を与えることになる。 

 さらに、既存サービス（例えば携帯電話サービス）の番号と新規ＦＭＣ用番

号で同一のＦＭＣサービスを提供される場合にも、同様の状態となる。 

 したがって、既存番号をＦＭＣサービスに使用する場合には、これらの点に

ついての整理が必要である。 

 

090 050

既存番号同士のサービス識別性
（例：０９０番号と０５０番号の場合）

既存番号と新規番号の間の
サービス識別性
（例：０９０番号と新規番号の場合）

既存番号のサービス識別性
（例：０９０番号の場合）

０９０でも０５０でも同じサービスが
提供される

０９０でも新規番号でも同じサービ
スが提供される既存サービスの拡張により同一

番号で携帯電話とFMCサービス

090

携帯電話

090 050

携帯電話 ＩＰ電話

090 FMC

090  新規ＦＭＣ番号
同一番号により、通常の携帯電話
サービスとFMCサービス 携帯電話とIP電話の融合サービス

０９０でも新規FMC番号でも両方とも

利用できるサービス

サービスの拡張 サービスの融合

 

図表１－８ サービス識別性について 
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  イ 料金識別 

 現在の既存番号ごとのサービスについては、０５０番号が最も低廉であり、

０ＡＢ～Ｊ番号がこれに次ぎ、携帯電話（080/090 番号）及びＰＨＳ(070 番号)

については、比較的高額な料金との認識が一般的である。しかし、ＦＭＣサー

ビスによっては、着信先に応じ、番号から想定される料金よりも高額又は低廉

な料金設定が行われる可能性がある。 

 まず、番号から想定される料金よりも高額な課金となる場合には、利用者の

混乱が生じる可能性が高い。例えば０５０番号又は０ＡＢ～Ｊ番号により、携

帯電話網と組み合わせてＦＭＣサービスを提供する場合に問題となる。 

 他方、番号から想定される料金よりも低廉な課金となる場合には、高額とな

る場合に比べて利用者への混乱の度合いは少ないと考えられる。ただし、特に、

携帯電話など比較的高額な料金と認識されている番号（080/090 番号、070 番号）

をＦＭＣ用番号として利用する場合、移動網に着信しようと、固定ＩＰ網など

低廉なコストの回線に着信しようと、同等の高額な課金をするのであれば、現

実に固定ＩＰ網に着信した場合の低廉な料金を利用者が享受できないため問題

と考えられる5。 

  

  ウ 地理的識別、品質識別及び社会的信頼性の識別 

 これらについては、０Ａ０番号では問題とはならないが、０ＡＢ～Ｊ番号に

よりＦＭＣサービスを提供する場合には、利用者の混乱が生じる可能性が高い。 

 

（２） 一次評価を踏まえた検討（二次評価） 

  

 本節では、上記（１）で課題とされた点について、何らかの対処をとること

により、利用者に大きな影響を生じない範囲にとどめることができるか否か、

個々の番号帯ごとに検討を行う。 

 

  ア 既存０Ａ０番号の検討 

  （Ａ）サービス識別 

                                                  
5英国の BT Fusion サービスは、着信先が GSM 携帯電話であろうと屋内の固定回線であろうと、

発信者には携帯電話料金が課金されるものであり、この点を問題とする指摘もある。 
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 既存番号によるＦＭＣサービスの提供を許容することにより、番号によるサ

ービス識別性に影響を与える点に対しては、例えば、携帯電話の番号を利用す

るサービスとしては、携帯電話サービスを基本とし、自宅に在宅している場合

のみ固定回線経由で発着信できるなど、一定の固定回線との組み合わせであれ

ば、発信者からは携帯電話サービスとの差異は感じられず、利用者に大きな影

響は生じないのではないかとも考えられる。また、例えば、それぞれの既存番

号によるＦＭＣサービスの提供を一定の範囲内に限定することにより、他の既

存番号によるＦＭＣサービスとの間でサービス識別の問題は生じないように

することも可能と考えられる。 

いずれにせよ、サービス提供にあたり、既存番号と新規ＦＭＣ用番号で同一

のＦＭＣサービスが提供可能となることへの対応の要否も含め、利用者に大き

な影響を生じないサービスの具体的な範囲又は提供条件6について明確化する

必要がある。 

 

  （Ｂ）料金識別 

   ① ０５０番号について 

 比較的安価と認識されている０５０番号をＦＭＣ番号として利用する場合

には、まず、０５０番号は、元来、ロケーションフリーのＩＰ電話番号として

有線・無線を問わず使用可能な番号であり、無線の場合での利用料金は有線の

場合での料金とほぼ同程度の水準となると想定されることから、例えば固定Ｉ

Ｐ網と無線アクセス網など、０５０ＩＰ電話の範囲内でＦＭＣサービスを提供

することについては、特に問題はないと考えられる。 

一方、移動網として比較的高額と認識されている携帯電話やＰＨＳを固定Ｉ

Ｐ網と組み合わせ、ＦＭＣサービスとして提供する場合には、移動網に着信し

た際に、０５０番号で想定される料金水準に比較して高額な料金となることが

考えられる。 

 この点については、料金水準をガイダンスで通知することで解決するのでは

ないかとの意見も出されたが、そもそも料金のイメージの出来ている既存番号

について、高くなる場合にガイダンスを入れれば良いというものでもなく、想

定される料金水準よりも高額な料金となることは、ガイダンスの有無にかかわ

                                                  
6 例えば、ＦＭＣサービスであることを示すためのガイダンスの挿入なども考えられる。 
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らず、問題であるという意見も出された。これに対し、例えば、発信者に対し

ては固定回線部分の料金と同等の料金のみを請求することも考えられ、その場

合には発信者への影響はないのではないかとの意見もあった。 

 

   ② ０８０/０９０番号、０７０番号 

 携帯電話など比較的高い料金と認識されている番号（080/090 番号、070 番

号）をＦＭＣ用番号として利用する場合、移動網に着信しようと、固定ＩＰ網

など低廉なコストの回線に着信しようと、同等の高額な課金をするのであれば、

現実に固定ＩＰ網に着信した場合の低廉なコストを利用者が享受できないた

め問題と考えられる。 

 したがって、比較的高い料金と認識されている０８０/０９０番号及び０７

０番号をＦＭＣ用番号として利用する場合には、低廉なコストの回線に着信し

た際には、利用者の利益確保の観点から、高止まりの課金とはせず、着信先に

応じた低廉な料金を課す着信網別柔軟課金を前提とすることが適当である7。

また、こうした着信網別柔軟課金に関し、既に料金イメージが出来ている既存

番号に関し、着信先によってその料金が低廉となることについては、高額とな

る場合に比べて利用者への影響の度合いは少ないと考えられる。 

なお、０８０/０９０番号及び０７０番号をＦＭＣ用番号としてその番号に

対して発信した場合、現在、各事業者の網間でやりとりされている着事業者コ

ードと課金情報を活用することにより、着信網別柔軟課金は技術的に可能と考

えられる8。 

 

  （Ｃ）小括 

既存０Ａ０番号をＦＭＣサービス提供に使用する際には、携帯電話番号

(080/090)及びＰＨＳ番号（070）を使用した一定の範囲のサービスを提供する

形態が考えられる。ただし、固定電話や固定ＩＰ網など低廉なコストの回線に

着信した際には、利用者の利益確保の観点から、高止まりの課金とはせず、着

信先に応じた低廉な料金を課す着信網別柔軟課金を前提とした上で、利用者に

                                                  
7 料金設定権がＦＭＣ提供事業者に属しない場合も考えられるが、その場合であっても、着信先

が固定回線であれば、例えば呼ごとの接続料を反映して料金もある程度低廉になることが考えら

れる。 
8 参考資料２参照 
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大きな影響が生じないサービスの具体的な範囲又は提供条件について明確化

する必要がある。 

 ０５０番号の使用については、そもそも０５０番号はロケーションフリーの

ＩＰ電話サービスに使用可能であり、無線の場合の料金水準は有線の場合での

料金水準とほぼ同程度の水準になると想定されることから、０５０ＩＰ電話の

範囲内でＦＭＣサービスを提供することについて、利用者に影響が生じるもの

ではなく、有・無線のＩＰ電話サービスとしてＦＭＣサービスを提供すること

が適当である。また、移動網として携帯電話やＰＨＳを固定ＩＰ網と組み合わ

せ、０５０番号によりＦＭＣサービスとして提供する場合については、例えば、

発信者に対する課金を０５０番号で想定される料金水準と同等とすることも

考えられるとの意見もあったが、今後さらなる検討が必要である。 

 

  イ 既存０ＡＢ～Ｊ番号の検討 

  （Ａ）サービス識別 

 サービス識別については、０ＡＢ～Ｊ番号は、地理的識別があり、通話品質

も良い固定電話の番号であり、これを移動性のあるＦＭＣに利用する場合には、

利用者への影響は大きいものと考えられる。これに対し、現在の固定電話の概

念を見直して、利用者保護を維持可能な範囲に限定した移動性の追加も考えら

れるのではないかとの意見があった。 

 

  （Ｂ）料金識別 

 料金識別については、現在のＰＳＴＮ網を用いてＦＭＣサービスを提供する

ことを前提とすると、０Ａ０番号とは異なり、ＦＭＣ番号としての０ＡＢ～Ｊ

番号に発信して着信網別柔軟課金を行うことは、網改修の規模やコストの観点

から、現実的ではない。 

また、移動網として比較的高いと認識されている携帯電話やＰＨＳを、固定

ＩＰ網と組み合わせ、ＦＭＣサービスとして提供する場合、移動網に着信した

際に、０５０番号と同様、想定される料金水準と比較して高額の料金となるこ

とについて問題がある。 

 

  （Ｃ）地理的識別 
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 地理的識別については、移動性がなく地理的識別が可能とされている０ＡＢ

～Ｊ番号を、ＦＭＣの着信番号及び発信者番号として使用することの可否が課

題となる。 

 この点については、ガイダンスを挿入して、ＦＭＣサービスであること又は

着信先が携帯電話等であることを通知すること、発信者番号については０ＡＢ

～Ｊ固定電話からの発信以外は発信者番号を表示しないことにより、利用者へ

の大きな影響は生じないのではないかとの意見があった。 

 

  （Ｄ）社会的信頼性の識別 

 利用者の所在地が特定される固定電話番号に対し、固定電話だと信用できる

といった社会的信頼性の観点からも、ＦＭＣサービスとしての０ＡＢ～Ｊ番号

の着信番号及び発信者番号として使用には課題が存在する。 

 この点についても、地理的識別と同様に発信者番号を制限することに加え、

固定電話回線は端末の設置場所が必ず存在する契約形態として、０ＡＢ～Ｊ番

号と端末設置場所固定の関係を維持することにより対応可能ではないかとの

意見が表明された。 

 しかしながら、０ＡＢ～Ｊ番号に発信したにもかかわらず固定電話以外に着

信することについて、「今、そこからかかっている／そこにかけている」こと

が確認できる社会的信頼性の識別の観点からは、ガイダンスを挿入したとして

も、利用者への影響は無視できない。さらに、ＦＭＣサービスを使用しない固

定電話の番号についてもその信頼性を低下させることにつながることから、利

用者保護の観点から問題がある。 

 

  （Ｅ）品質の識別 

 ０ＡＢ～Ｊ番号については、他の番号よりも高い通話品質の確保が求められ

ているため、相対的に通話品質の低い回線に着信した場合については、ガイダ

ンスを挿入して、ＦＭＣサービスであること又は着信先が携帯電話等であるこ

とを通知することにより対処可能なのではないかとの意見が表明された。 

しかしながら、通話品質については、技術基準として、番号ごとに異なる要

件が定められている。このため、高い通話品質が規定されている０ＡＢ～Ｊ番

号について、ＦＭＣサービスにおいては、相対的に品質の低い他の回線に着信



 

- 25 - 

する場合には技術基準に抵触するという課題がある。 

 

  （Ｆ）小括 

 ０ＡＢ～Ｊ番号によるＦＭＣ提供については、上記の課題にかんがみれば、

現時点においては適当ではないと考えられる。しかしながら、今後の利用者の

０ＡＢ～Ｊ番号に対する意識の変化に伴い、０ＡＢ～Ｊ番号に求められる役割

も変化する可能性がある。また、ネットワークのＩＰ化の進展により、着信網

別柔軟課金は、より容易に実現可能と想定される。 

このため、今後の利用者の０ＡＢ～Ｊ番号に対する意識の変化、ＰＳＴＮ網

からＩＰ網への転換の状況等を踏まえ、必要に応じ、上記課題について検討し

ていくことが考えられる。 

 

４－３ 緊急通報及び番号ポータビリティの提供 

 

（１） 新規番号によるＦＭＣサービス提供の場合 

 

 新規ＦＭＣ用番号によりＦＭＣサービスを提供する場合の具体的な番号指定

の要件等については、今後検討していく必要がある。緊急通報や番号ポータビ

リティについては、対象となるサービスが出現していない現時点において、要

件として規定することは時期尚早ではあるが、今後、ＦＭＣサービスの利用が

普及していくに伴い、具備することが求められるものであることから、将来的

に検討していくべき課題である。 

 また、新規ＦＭＣ用番号によるＦＭＣサービスを提供する場合においても、

例えば０９０携帯電話と０ＡＢ～Ｊ固定電話など、既存の電話サービスの組み

合わせにより提供するＦＭＣサービスについては、個々の番号に係る緊急通報

や番号ポータビリティ等、既存番号で提供されているものについては、その確

保が当然に求められる。 

 

（２） 既存番号によるＦＭＣサービス提供の場合 

 

 他方、既存番号によりＦＭＣサービスを提供する場合は、その番号により、
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元来、緊急通報や番号ポータビリティが可能である場合においては、その範囲

で、当該番号により提供されるＦＭＣサービスとしても、緊急通報や番号ポー

タビリティが可能であることが求められる。 

 また、例えば０９０携帯電話と０ＡＢ～Ｊ固定電話など、既存の電話サービ

スの組み合わせにより提供するＦＭＣサービスについては、いずれの番号で提

供する場合であっても、個々の番号に係る緊急通報や番号ポータビリティ等、

既存番号に課されているものについては、その確保が当然に求められる。 
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５ 事業者間の公平性確保 

 

 第４節において、個々の番号帯ごとの検討を行ってきたが、他方、事業者の公平

性の観点から、ＦＭＣサービスに使用可能な番号帯の組み合わせを検討した。 

 これまでの検討を踏まえ、考えられる組み合わせとして、 

  ①新規ＦＭＣ用番号（060）のみ 

  ②既存番号のみ 

  ③新規ＦＭＣ用番号（060）＋既存番号 

に分けて検討を行った。 

  

 新規ＦＭＣ用番号のみを利用可能とする場合については、全事業者で同一条件と

なるため、公平性確保の観点から問題は生じない。 

 次に、既存番号のみを利用可能とする場合には、新規参入事業者は、新たに番号

の指定を受けるなどの必要がある一方、既存事業者にとっては、従来からサービス

提供している利用者に対し新たにＦＭＣサービスを提供する場合、同一の番号で当

該サービスを提供可能になる点で有利に働く。 

 新規ＦＭＣ用番号と既存番号の双方を利用可能とする場合には、既存事業者のメ

リットについては同様だが、全事業者が新規ＦＭＣ用番号か既存番号のいずれかで

サービス提供できる点では、既存番号のみの場合と比べ、公平性が確保されている

と考えられる。 

 

 

図表１－９ ＦＭＣに利用する番号帯と公平性 

 

 

 新規ＦＭＣ用番号のみ ○ 全事業者で同一条件となる。

既存番号 のみ 既存番号 のみ 
▲ 新規参入事業者は、新たに番号の指定を受けることなどが必要。

▲ 既存事業者に有利に働く （利用者に同一番号（帯）でＦＭＣサービスを提供可）。 

新規番号 
＋ 既存番号 
新規番号 

＋ 既存番号 
○ 全事業者が新規番号を使用可能。

▲ 既存事業者 に有利に働く （利用者に同一番号（帯）でＦＭＣサービスを提供可）。 
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 このように、既存番号の利用については、既存事業者に一定のメリットがあるこ

とから、既存番号のみを利用可能にすることは不適当である。 

 純粋に事業者間の公平性確保の観点からは、新規ＦＭＣ用番号のみの利用が最も

望ましいとも考えられるが、他方、既存番号を利用したいとの利用者の利便性確保

の観点も配慮すれば、新規番号と既存番号の両方の利用も認める場合についても、

公平性に大きく問題があるとまでは言えないと考えられる。 
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６ まとめ 

 

６－１ ＦＭＣ等の新サービスに利用可能な番号 

 

 ＦＭＣ等の新サービスに利用可能な番号については、対象となるサービスは、

「ワンナンバーでかつワンコールで提供されるサービスであり、網形態や通話

料金、品質などが番号からは識別できないサービス」として、既存サービスと

は異なる新たなサービスであり、既存番号で課題となるサービス識別、料金識

別、品質識別等の問題は生じないことから、新規番号を新たに指定することは

適当と考えられる。このサービスがいわゆるＦＭＣサービス等、地理的識別が

なく、かつ、通話品質も一定でないサービスである点にかんがみれば、新規番

号を指定する場合は、地理的識別がない０Ａ０番号として、具体的には、０６

０番号を指定することが適当である。 

 既存０Ａ０番号のうち、携帯電話番号(080/090)及びＰＨＳ番号（070）の使

用については、利用者利便確保の観点から、利用者に大きな影響を生じない一

定の範囲でサービスが提供されることが適当である。ただし、固定電話や固定

ＩＰ網など安価な回線に着信した際には、利用者の利益確保の観点から、高止

まりの課金とはせず、着信先に応じた安価な料金を課す着信網別柔軟課金を前

提とし、その上で、利用者に大きな影響が生じないサービスの具体的な範囲又

は提供条件について明確化する必要がある。 

 ０５０番号のＦＭＣサービスへの使用については、そもそも０５０番号はロ

ケーションフリーのＩＰ電話サービスに使用可能であり、また、無線の場合で

の利用料金は有線の場合での料金とほぼ同程度の水準となると想定されること

から、０５０ＩＰ電話の範囲内でＦＭＣサービスを提供することについては、

利用者に影響が生じるものではない。従って、有線・無線のＩＰ電話サービス

として０５０番号によりＦＭＣサービスを提供することが適当である。また、

移動網として携帯電話やＰＨＳを固定ＩＰ網と組み合わせ、０５０番号により

ＦＭＣサービスとして提供する場合の扱いについては、例えば、発信者に対す

る課金を０５０番号で想定される料金水準と同等とすることも考えられるとの

意見もあったが、今後さらなる検討が必要である。 

 他方、０ＡＢ～Ｊ番号のＦＭＣサービスへの使用については、現時点におい



 

- 30 - 

ては適当ではないと考えられる。 

 

 次に、事業者間の公平性の確保の観点からは、既存番号のみ利用可能とする

ことは、適当ではないと考えられる。他方、既存番号を継続利用したいとの利

用者の利便性確保の観点を考慮すれば、新規番号のみではなく、これに加え、

既存番号も利用可能とすることが適当である。 

 

 このため、ＦＭＣ等の新サービスについては、新規番号としては０６０番号

が利用可能であり、既存番号としては、利用者に大きな影響を生じないサービ

スの具体的範囲又は提供条件を明確化した上で、携帯電話番号(080/090 番号)、

ＰＨＳ番号（070 番号）並びに０５０番号を、それぞれ利用可能とすることが適

当と考えられる。  

０ＡＢ～Ｊ番号によるＦＭＣサービスの提供については、さらなる検討課題

として後述するように、今後、利用者の０ＡＢ～Ｊ番号に対する意識の変化、

ＰＳＴＮ網からＩＰ網への転換の状況等を踏まえ、必要に応じ、検討していく

ことが考えられる。 

 

 

６－２ ＦＭＣ等の新サービス導入に向けた当面の課題 

 

 実際にＦＭＣ等の新サービスが導入されるためには、今後、主として以下に

挙げる制度整備を行う必要がある。これらについては、新サービスの早期実現

に向け、平成１８年度内を目途に検討されることが望まれる。 

 

  ア 新規ＦＭＣ用番号に係る規定の整備 

 電気通信番号規則における新規ＦＭＣ用番号に係る規定については、サービ

スの提供形態が、例えば携帯電話と０５０番号ＩＰ電話など既存番号によるサ

ービスの組み合わせである場合や、ＩＮ機能のみを提供する場合など、多岐に

渡ることが考えられるため、その内容が課題となる。また、電話として最低限

の品質を確保していることの規定方法の検討が必要である。  

 さらに、既存番号と新規ＦＭＣ用番号の双方で同一のＦＭＣサービスを提供
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可能となる場合の対応についても検討する必要がある。 

   

イ 既存番号に係る規定の整備 

 既存番号によるＦＭＣサービス提供に際しては、個別の番号ごとに、利用者

に大きな影響が生じないサービスの具体的な範囲又は提供条件について明確化

する必要があるが、その結果、必要に応じ、既存番号に係る電気通信番号規則

の規定を整備することが求められる。 

 

  ウ その他の検討課題 

 ＦＭＣサービスのサービス区分については、携帯電話など既存サービスとの

関係を整理する必要があり、これに伴い例えば電気通信事業法におけるユニバ

ーサルサービス負担金の算定方法等にも影響が生ずると考えられる。また、携

帯電話サービス契約を締結する際の契約者の本人確認義務及び確認した事項の

記録・保存義務等を定めた、いわゆる携帯電話不正利用防止法との関係につい

ても検討が必要である。 

 

 また、新規ＦＭＣ用番号に係る技術基準についても、今後、検討が必要であ

る。既存番号によるＦＭＣサービス提供に際しても、既存のサービスを組み合

わせた形態で提供されるＦＭＣサービスに既存番号を使用する場合の技術基準

の考え方についての整理が必要である。 

 

 さらに、ＦＭＣサービス提供における公正競争条件についても検討が必要で

ある。第一種指定電気通信設備を有する事業者と第二種指定電気通信設備を有

する事業者によるＦＭＣサービスの提供を念頭に置いた指定電気通信設備制度

の在り方等については、現在、ＩＰ化の進展に対応した競争ルールの在り方に

関する懇談会において検討課題とされている。 

また、携帯電話など周波数制約から提供事業者の数が限定されるサービスを

他のサービスと組み合わせてＦＭＣサービスとして提供される場合、周波数を

割り当てられていない事業者についても、ＭＶＮＯ形態による同様のサービス

の提供を可能とするなど、必要な競争環境の整備を図っていく必要がある。 
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６－３ さらなる検討課題 

    

   ＦＭＣ等の新サービス提供に際して、当面の制度的課題は６－２に掲げたとお

りであるが、今後、以下の点についても、必要に応じ検討していくことが考えら

れる。 

 

新規ＦＭＣ用番号による緊急通報や番号ポータビリティについては、対象と

なるサービスが出現していない現時点において、要件として規定することは時

期尚早ではあるが、今後、ＦＭＣサービスの利用が普及していくに伴い、具備

することが求められるものであることから、将来的に検討していくべき課題で

ある。 

 

また、既存番号によるＦＭＣサービスの提供の際の前提とされる着信網別柔

軟課金に関し、企業やホテル等において利用されるＰＢＸ等では、現状では、

通話料金の管理のため、発信・着信の局番、事業者識別情報、課金レート等か

ら成る料金テーブルを保持している場合が通例であり、着信網別柔軟課金に対

応するためには、着信先に応じた通話料金情報を通知する機能が必要となる9が、

現在のＰＳＴＮ網を用いたＦＭＣサービスの提供を前提とすると、既存のＰＳ

ＴＮ網やＰＢＸの改修は、規模やコストの観点から適当ではない。今後、ネッ

トワークのＩＰ化の進展により、より容易に実現可能と想定されることから、

対応の可否を含め、検討していくことが考えられる。 

 

０ＡＢ～Ｊ番号によるＦＭＣサービスの提供については、今後の利用者の０

ＡＢ～Ｊ番号に対する意識の変化に伴い、０ＡＢ～Ｊ番号に求められる役割も

変化する可能性がある。また、ネットワークのＩＰ化の進展により、着信網別

柔軟課金はより容易に実現可能と想定される。 

 

このため、０ＡＢ～Ｊ番号によるＦＭＣサービスの提供については、今後、

                                                  
9 既存ＰＳＴＮにおいて、端末側に課金情報を通知するインタフェースは、 

 ①いわゆるピンク電話に硬貨収納等のための信号を送出するためのものと 

 ②ＩＳＤＮにおける料金情報通知サービスのためのもの 

の２通りのみ存在する。 
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利用者の０ＡＢ～Ｊ番号に対する意識の変化、ＰＳＴＮ網からＩＰ網への転換

の状況等を踏まえ、必要に応じ、検討していくことが考えられる。 
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第２章 

 

新規サービス受付への１ＸＹ番号の使用について 
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第２章 新規サービス受付への１ＸＹ番号の使用について 

 

１ 検討の背景 

 

１－１ ブロードバンド契約数の増加 

 

 我が国におけるブロードバンド契約数は、平成１７年１２月末現在で２，２

００万を超え（ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＷＡの合計）、今後とも増加し

ていくことが見込まれるところである。特に、ＦＴＴＨサービスの純増数は、

平成１７年９月末から１２月末までの間においてＤＳＬサービスの純増数の３．

８倍となっており、加入数の増加が著しいものとなっている（図表２－１）。 

 

ＦＴＴＨアクセスサービスの契約数（９３事業者の合計）　

３月末

１６年度 2,896,936

１７年度 3,410,440 (94%) 3,978,529 (96%) 4,637,280 (91%)
※ 平成17年12月末の契約数のうち、共同住宅向けは1,992,749契約、それ以外は2,644,531契約となっている。

ＤＳＬアクセスサービスの契約数（４７事業者の合計）

３月末

１６年度 13,675,840

１７年度 14,082,268 (16%) 14,305,521 (12%) 14,480,958 (9%)

ＣＡＴＶアクセスサービスの契約数（３８３事業者の合計）　

３月末

１６年度 2,959,712

１７年度 3,061,881 (14%) 3,121,680 (12%) 3,226,680 (12%)

ＦＷＡアクセスサービスの契約数（２２事業者の合計）　

３月末

１６年度 24,658

１７年度 23,582 (▲20%) 21,977 (▲21%) 20,230 (▲23%)

６月末 ９月末 １２月末

2,793,063 2,873,076

６月末 ９月末 １２月末

６月末 ９月末 １２月末

1,757,716 2,034,433 2,432,093

29,514 27,697 26,435

12,118,714 12,803,883 13,325,408

2,688,813

９月末 １２月末６月末

※　（）内は対前年同期比増加率

 

図表２－１ ブロードバンド契約数の推移 
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ＦＴＴＨ市場の事業者別シェアの推移（契約回線数）

27.1% 26.4% 28.9% 29.4% 31.1% 32.7%

10.1%

20.9%

28.8% 28.5%
28.6% 26.5%15.2%

13.7%

12.2% 12.1%
13.4% 16.5%

11.7%

13.1%

11.3% 9.9%
9.5%

9.5%
35.9%

25.9%
18.9% 20.1% 17.4% 14.8%

30.6%

26.9%

16.2%

9.7%

16.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ｈ１４．９末 Ｈ１５．３末 Ｈ１５．９末 Ｈ１６．３末 Ｈ１６．９末 Ｈ１７．３末 Ｈ１７．９末

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 電力系事業者 ＵＳＥＮ その他

ＦＴＴＨ市場の事業者別シェアの推移（戸建て＋ビジネス、集合住宅向けの合計）

１－２ ブロードバンドに関する競争状況 

 

 総務省では、平成１５年度から電気通信事業分野の競争評価を実施しており、

その一環として電気通信事業者からの情報収集に基づき競争状況に関する四半

期データを公表している。最新のデータである平成１７年度第二四半期のデー

タからみたブロードバンドに関する競争状況は、図表２－２のとおりである。 

20.4% 20.8%

16.1%
17.9% 18.2%

35.8%
34.8%

13.3%
13.0%

10.4% 9.1%

4.0% 4.2%

20.7%

20.7%

17.4%

34.9% 34.9%

13.3% 13.3%

9.4% 9.4%

4.3%  4.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

04.3 05.3 05.6 05.9

ＮＴＴ東日本

アッカ・
ネットワークス

その他

イー・アクセス

ソフトバンク
ＢＢ

ＮＴＴ西日本

第一四半期 第二四半期

ＤＳＬ契約数の事業者別シェアの推移（全国）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２－２ ブロードバンド契約数の事業者別シェアの推移 
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１－３ 検討の必要性 

 

 このようにＦＴＴＨを始めとするブロードバンドの普及が進展しており、

様々な電気通信事業者による競争が行われている中で、次に詳述するとおり、

ＦＴＴＨを含む新規サービス受付への営業・料金案内用１ＸＹ番号の使用が競

争に影響をもたらしているのではないかとの問題が提起された。 

 この問題については、昨年８月の第一次報告書においてひとまずの状況整理

がなされたものの、具体的な結論を得るには至らず、継続して検討を要する事

項とされたことを踏まえ、当研究会において引き続き検討を行ってきたもので

ある。 

 

２ 論点 

 

２－１ 営業・料金案内用１ＸＹ番号について 

 

 １ＸＹ番号は、加入者を直接収容する電気通信事業者がその加入者に対して

提供するサービスに利用するものである。その中で、「電気通信の高度化のため

の番号の在り方に関する研究会報告書」（平成７年５月）による利用指針（同報

告書の改訂手続に従い、以後数次にわたり改訂）において、「１１６」、「１５１」

及び「１５７」の３つの電気通信番号が営業・料金案内に用いる１ＸＹ番号と

して掲げられている。ただし、このような営業・料金案内への１ＸＹ番号の使

用については、「平成１０年度電気通信番号に関する研究会」（以下、「平成１０

年度番号研究会」という。）において、「一般番号や着信課金番号での接続が可

能であるため、１ＸＹ番号の使用は必須ではないと考えられる。ただし、営業

案内や料金案内は従来より利用者利便の確保のために短桁で使用されており、

当面利用可能とすることが適当と考えられる。」と整理されている。 

 現在、加入者を直接収容する電気通信事業者に対して、営業・料金案内用１

ＸＹ番号が付与されている。しかしながら、実際に各電気通信事業者が利用者

向けに使用している営業案内用番号としては、各電気通信事業者の判断により、

１ＸＹ番号以外にも、着信課金用番号（０１２０等）や、事業者識別番号（０

０ＸＹ）に付加番号を加えたものが用いられている（図表２－３）。 
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0120-506-
506

0120-987-ＸＸ

Ｘ
XXXは目的毎

旧ﾊﾟﾜｰﾄﾞｺﾑ
0081-151
0120-719-019

0120-998-997 116

0120-999-
000

0088-221-
221

0120-917-
221

116

0077-7025
（116は接続されるが
周知はしていない。）

116

0120-XXX-
XXX
ＸＸＸは地域毎

J-COMNTTｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝｽﾞ

ﾌｭｰｼﾞｮﾝ･ｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

平成電電日本ﾃﾚｺﾑＫＤＤＩＮＴＴ

0120-506-
506

0120-987-ＸＸ

Ｘ
XXXは目的毎

旧ﾊﾟﾜｰﾄﾞｺﾑ
0081-151
0120-719-019

0120-998-997 116

0120-999-
000

0088-221-
221

0120-917-
221

116

0077-7025
（116は接続されるが
周知はしていない。）

116

0120-XXX-
XXX
ＸＸＸは地域毎

J-COMNTTｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝｽﾞ

ﾌｭｰｼﾞｮﾝ･ｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

平成電電日本ﾃﾚｺﾑＫＤＤＩＮＴＴ

116

0120-921-
156

151
157（自動応答）（東海
のみ）

0077-789-
151

157

0088-2XX-
157
ＸＸは地域毎

157

0077-7-111

151

0120-800-
000

ｳｨﾙｺﾑﾂｰｶｰﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝauNTTドコモ

116

0120-921-
156

151
157（自動応答）（東海
のみ）

0077-789-
151

157

0088-2XX-
157
ＸＸは地域毎

157

0077-7-111

151

0120-800-
000

ｳｨﾙｺﾑﾂｰｶｰﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝauNTTドコモ

１ＸＹ番号は自網
内からの発信の
場合のみ

１ＸＹ番号は自網
内からの発信の
場合のみ

 

 

図表２－３ 各電気通信事業者の営業案内用番号 

 

２－２ 問題の所在 

 

 １ＸＹ番号は、桁数が３桁と短いことから、一般的に消費者にとって覚えや

すく、利便性の高い番号であると考えられる。他方、自網内で利用する番号と

いう性質から、利用者が営業・料金案内用１ＸＹ番号を利用できるのは、当該

利用者が加入者回線を契約している電気通信事業者に対して連絡する場合のみ

である。他の電気通信事業者に対して連絡する場合には、着信課金用番号や事

業者識別番号等を含む５桁以上の番号をダイヤルしなければならない。 

 現在、ＮＴＴ東西の固定電話契約数シェアは９０％を超えている1ことから、

潜在的顧客がＮＴＴ東西の加入者であると考えられるＦＴＴＨ等の新規サービ

スの受付に関しては、事実上、ＮＴＴ東西は３桁の１ＸＹ番号を使用すること

ができる一方、他の電気通信事業者は５桁以上の番号を使用せざるを得ない状

況となっている（図表２－４）。このような新規サービス受付番号の差は、当該

新規サービスに関する競争条件に差異をもたらしている可能性がある。 

                                                  
1 平成１７年９月末におけるＮＴＴ東西の加入電話契約数シェアは、９５．８％（ＮＴＴ東日本：

４７．７％、ＮＴＴ西日本：４８．１％）となっている。 
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固定電話サービスに関する問い合わせ等固定電話サービスに関する問い合わせ等

ＮＴＴ東西の
固定電話契約者

（約95.8％）

ＮＴＴ東西のＮＴＴ東西の
固定電話契約者固定電話契約者

（約（約9955..88％）％）

他事業者の他事業者の
固定電話固定電話
契約者契約者

（約（約44..22％）％）

1XY
1XY 00XY-xx

0120-xxx-xxx 等

新規サービス（ＦＴＴＨサービス等）の受付新規サービス（ＦＴＴＨサービス等）の受付

ＮＴＴ東西の
固定電話契約者

（約95.8％）

ＮＴＴ東西のＮＴＴ東西の
固定電話契約者固定電話契約者

（約（約9955..88％）％）

他事業者の他事業者の
固定電話固定電話
契約者契約者

（約（約44..22％）％）

ＮＴＴ東西ＮＴＴ東西 他事業者他事業者 ＮＴＴ東西ＮＴＴ東西 他事業者他事業者

桁数の違い

数字は平成１７年９月末現在 数字は平成１７年９月末現在

1XY
1XY

※ 固定電話以外にも、携帯電話、インターネット、販売代理
店等からの新規サービス受付も存在する。

 

 

図表２－４ 新規サービスの受付に関する現在の状況 

 

３ 検討 

 

 検討に当たっては、平成１０年度番号研究会における整理を踏まえつつ、公正競

争条件の観点と利用者利便の観点の双方を考慮することが必要である。 

 

３－１ 公正競争条件の観点 

 

（１）アンケート調査の実施 

 

 新規サービス受付番号の桁数の差が競争条件に差異をもたらしているか否か

を定量的に検証するため、当研究会ワーキンググループ構成員より、中立的な

学識経験者及び調査会社により実施されたアンケート調査の結果（「電話サービ

ス・ブロードバンドサービス等の選択行動に関するアンケート調査報告書」）が

提示された。 
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＜参考＞アンケート調査について 

     ア 実施主体 

  慶應義塾大学田中辰雄助教授、株式会社データリソース 

イ 目的 

       「新規サービスの営業に利用する番号に関し、桁数の差があることが、

営業面の容易さに影響を及ぼすものであるか」を全国電話ユーザに対す

るアンケート調査で計量するために実施。 

     ウ 調査方法 

      ① 調査対象：全国の個人（２０歳以上の男女１，０００人） 

      ② 調査方法：ウェブアンケート方式、コンジョイント分析 

      ③ 実施時期：平成１７年１１月１８日（金）～１１月２１日（月） 

 

 アンケート調査の結果は、ブロードバンドサービス受付番号の桁数の差が消

費者の選択行動に与える効果（桁数効果）は統計的に有意であり、存在してい

るが、この桁数効果は料金水準等のサービス内容の差別化により克服可能なも

のであるというものであった。 

 

（２）アンケート調査結果の評価 

 

 ブロードバンドサービス受付番号に関する桁数効果が有意であり、存在して

いると認められる以上、たとえ桁数効果がサービス内容の差別化によって克服

可能であるとしても、桁数の差による効果をサービス内容等の改善努力で埋め

なければならないという状況は、競争条件にも有意な差異をもたらしていると

考えられる。 

 

（３）必要となる措置 

 

 ブロードバンドサービス受付番号の桁数の差が競争条件にも有意な差異をも

たらしていると認められることを踏まえれば、ＦＴＴＨ等のブロードバンドサ

ービスを含む新規サービス受付への１ＸＹ番号の使用に関し、公正競争条件を

確保するための措置が必要であると考えられる。 
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 具体的には、１ＸＹ番号の使用により競争上優位な立場に立つことが可能と

なるＮＴＴ東西に対し、例えば以下の措置を求めるということが考えられる。 

 

ア １ＸＹ番号を新規サービスの受付番号として広告しないこと。新規サービ

スの広告において受付番号を示す場合は、着信課金用番号等を用いること。 

 

イ 新規サービスの受付については、１ＸＹ番号による対応とは別とし、上記

着信課金用番号等による対応とすること。 

 

 なお、第一次報告書において、他の電気通信事業者の営業窓口に接続するた

めに新たな１ＸＹ番号を設けることは、全事業者に平等に１ＸＹ番号を付与す

るのに十分な容量がないことや、着信課金用番号などの別の接続方法があるこ

と等から適当ではないとしているところであり、この立場については、本報告

書においても維持するものである。 

 

（４）「新規サービス」の範囲 

 

 本件は、固定電話契約数におけるＮＴＴ東西の圧倒的なシェアが、事実上、

他のサービス市場における受付番号の桁数に差を生じさせることとなり、その

ことが結果的に競争条件の差異をもたらしているという問題である。 

 このことに照らせば、問題となる「新規サービス」とは、桁数の差が競争条

件の差異となって及ぶサービス、すなわち、固定電話（加入電話及びＩＳＤＮ）

サービス以外のサービスとすることが適当である。 

 

３－２ 利用者利便の観点 

 

 ３－１（３）において掲げたア及びイの措置のうち、アについては、基本的

にはＮＴＴ東西の営業方法の変更であり、利用者利便を著しく損なうものでは

ないと考えられる。 

 他方、イの検討に当たっては、例えば利用者が従前どおり１ＸＹ番号で新規

サービスの申込みを行った場合における対応や、固定電話サービスに関する問
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い合わせと新規サービスに関する問い合わせを共に行う場合における対応に関

して、利用者利便を著しく損なう可能性がないか、更なる検証を要するもので

ある。 

 なお、第一次報告書において、既に提供しているサービスに関する問い合わ

せ、故障修理受付等に１ＸＹ番号を使用することについては、利用者利便の観

点から問題がないとしているところであるが、平成１０年度番号研究会におけ

る整理に従い、「当面利用可能とする」という立場を維持することが適当である。 

 

４ まとめ 

 

 以上の検討の結果、ＮＴＴ東西において、まずは１ＸＹ番号を新規サービス（加

入電話及びＩＳＤＮサービス以外のサービス）の受付番号として広告を行わないと

ともに、新規サービスの広告において受付番号を示す場合は、着信課金用番号等を

用いることとすることが適当である。 

 これに加え、新規サービスの受付については１ＸＹ番号による対応とは別とし、

着信課金用番号等による対応とすることに関しては、利用者利便の観点を踏まえれ

ば、更なる検証が必要となるものであり、当面は上記の広告に関する措置の運用状

況のほか、ＦＴＴＨサービス等の競争状況及びＦＭＣ等の新たなサービスの展開に

係る動向等を注視しつつ、上記措置の実施によってもなお競争条件の同等性が損な

われていると認められる場合においては、改めて検討することが適当である。この

ため、総務省よりＮＴＴ東西に対し、当分の間、１ＸＹ番号による問い合わせの現

状（１ＸＹ番号による問い合わせの受付件数及び代表的な新規サービスの申込みの

受付件数を含む。）についての報告を求めることにより、総務省において実態の把

握に努めることが適当である。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

 

行政への問い合わせ用１ＸＹ番号について 
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第３章 行政への問い合わせ用１ＸＹ番号について 

 

１ 検討の背景 

 

 地方行政における改革を進めるなかで、ＩＴ利活用の推進の一形態として、行政窓

口への問い合わせに対応するために必要な内容を一元化したデータベースを構築す

るなどして、ワンストップでよりきめ細かな地方行政サービスを提供するコールセン

ター設置の動きが全国的に進みつつある。 

 そのような中、コールセンターを設置運営する横浜市より、平成１７年度全国規模

での規制緩和要望（あじさい月間）として、行政に対する問い合わせ専用番号として

の３桁番号の要望がなされた。 

 

１－１ 横浜市の要望 

 

 横浜市から「平成１７年度全国規模での規制緩和要望（あじさい月間）」に対

して要望された具体的要望内容は以下のとおりである。 

 

  ア 具体的要望内容 

 横浜市ではひとつの電話番号で市民からの問合せに一元的に応対するコール

センターを設置しているところであるが、０ＡＢ～Ｊの１０桁の電話番号では国

民が比較的覚えにくく、その利用の都度電話番号を調べなければならないという

不便等があることから、国民に対し覚えやすく利用しやすい電話番号として行政

向けの問合せ専用の電話番号として３桁の電話番号の創設・割り当てを要望する。

さらに、現在他のいくつかの地方自治体でもコールセンターを設置し又は設置を

予定しており、潜在的需要は大きいものと考えられる。 

 

  イ 具体的事業の実施内容 

 ３桁の電話番号を割り当てれば、国民が覚えやすく利用の都度番号を調べる必

要がなくなるほか、横浜市のように外部委託でコールセンターを行っている場合、

その委託先が変更になった場合でも番号を変更する必要がなく恒常的に利用す
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ることができるようになり、番号の変更によるサービスの低下を防ぐことができ

る。 

 

  ウ 要望理由 

 電話番号は有限な資源であるため、総務省において電気通信事業法及び電気通

信番号規則に基づき電気通信事業者に対し電気通信番号を割り当てているとこ

ろであり、３桁の行政向けの電話番号を創設するためには、電気通信番号規則に

おいてその旨の番号を設定するための規定を整備し、具体的に番号を割り当てる

ことが必要。 

 

 また、研究会での検討にあたり、要望元である横浜市から示された考え方は、

以下のとおりである。 

 

  ア 対象事業者 

 当面、市内のＮＴＴの固定電話から利用できること。（市外や携帯電話からは、

通常の０ＡＢ～Ｊ番号で利用）。 

 

  イ サービスの内容 

 市内からの３桁番号による着信のみで、特に付加的なサービスを想定しない。 

 

  ウ 費用負担について 

 ３桁化導入に伴い、受益者負担の観点から本市単独での費用負担は困難である。

しかしながら、ＮＴＴ側の網改修費用の額にもよるが、希望自治体が全国的に拡

がり、各自治体の負担が軽減されれば、費用負担の可能性はある。 
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図表３－１ 横浜市のコールセンターの概要 

 

 

 

１－２ 他の自治体の状況 

    

 要望のあった横浜市以外の自治体においてもコールセンターの開設が進めら

れている状況であり、各自治体においては当該地域の０ＡＢ～Ｊ番号や＃ダイヤ

ルを使用して提供を行っている。 

 また、その他の政令市においても来年度中を目途にコールセンターの開設を検

討している状況にある。 
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自治体名（サービス名） 提供開始時期 

札幌市 ちょっとおしえてコール 平成１５年４月 

杉並区 杉並区コールセンター 平成１８年２月 

川崎市 サンキューコールかわさき 平成１７年１１月 

横須賀市 横須賀市コールセンター 平成１７年９月 

大阪市 気軽になにわコール 平成１７年４月 

京都市 京都いつでもコール 平成１８年１月 

広島市 教えてコール 平成１７年５月 

北九州市 ひまわりコール 平成１８年２月 

 

        図表３－１ 他自治体の行政問い合わせ窓口の状況 

 

 

 

 

２ １ＸＹ番号のこれまでの検討状況 

 

 これまで１ＸＹ番号については、過去に開催された電気通信番号に関する研究会

において三度検討されている。 

 平成１０年度番号研究会においては、それまでの研究会での検討を集約したかた

ちで、１ＸＹ番号の逼迫対策の観点からの報告書が取りまとめられている。（参考

資料３） 

 行政に対する問い合わせ用番号として、１ＸＹ番号を使用することが適当かどう

かを検討する上では、この報告書を踏まえつつ検討を行うことが適当である。 
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３ 検討 

 

３－１ １ＸＹ番号利用への考察 

 

 １ＸＹ番号は桁数が短くダイヤルが簡単であり、また、１から始まるので特殊

なサービスを想起しやすいという特徴がある。一方、この番号は個数が１００個

しかない限られた資源であり、代替可能な番号空間がないという有限希少性の観

点から制約要素がある。 

 新たな用途に１ＸＹ番号の使用を認める場合にあっては、その有限希少性から、

その使用目的が短桁で覚えやすいという特徴を有する１ＸＹ番号に相応しいも

のか、１ＸＹ番号空間の涸渇を生じさせないか、そのサービスを利用者が十分に

使用することが期待でき利用者の利便性の向上に繋がるものか等を考慮して検

討を進める必要がある。 

 

（１） １ＸＹ番号の利用目的との整合性（公共性の観点） 

 

 代替可能な番号空間のない、有限希少な１ＸＹ番号を新たに使用するにあたっ

ては、平成１０年度番号研究会における検討を踏まえつつ、対象を限定した使用

が可能であることが必要である。 

 行政に対する問い合わせ番号に関しては、住民の利便向上の観点から高い公共

性が認められ、「桁数が短いので、覚えやすい、ダイヤルしやすい」、「１から始

まるので特別なサービスであることを想定しやすい」という１ＸＹ番号の特徴に

も合致するため、平成１０年度番号研究会における検討の趣旨とも整合すると考

えられる。 

 このため、地域の行政に対する問い合わせ用に限る１ＸＹ番号の使用は認める

ことが適当である。 

 

（２） ひっ迫への影響 

 

 １ＸＹ番号の利用状況をみると、平成１０年度番号研究会時点で番号空間を確

保する観点から保留することとした番号数は４７個であったが、研究会報告から
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約７年経過した現時点でも保留番号数に変化は生じていない状況にある。 

 現在の１ＸＹ番号の利用状況を勘案すれば、１ＸＹ番号利用の増加も無いなか

で、具体的要望が挙げられているにもかかわらず、有限希少な１ＸＹ番号をこの

まま保留し続けることは、番号の効率的な使用の観点からも適当ではない。この

ため、ひっ迫に大きな影響を与えない範囲で、必要に応じ、その有効利用を検討

することは適当と考えられる。 

 今回の地方自治体の行政に対する問い合わせ用番号については、必要な番号数

を最大でも２番号に限定可能（市町村と都道府県）であるため、ひっ迫への影響

は小さいと考えられる。 

 一方、今後、他方面からの１ＸＹ番号の要望が寄せられることも考えられるた

め、現時点で要望が想定されるものも含めてあらかじめ検討すべきとの意見もあ

る。しかしながら、現時点で個々のサービスの公共性の多寡を網羅的に検討する

ことは困難である上、必要な番号数も明らかではない。今後、こうした要望が寄

せられた場合については、１ＸＹ番号の利用状況も踏まえ、必要に応じて個別に

検討することが考えられるが、その際には、必要な番号数の限定の可否等、逼迫

への影響も考慮する必要がある。 

 

（３） 他の自治体の需要 

 

 横浜市以外の需要の見込みがあるか否かにより、電気通信事業者側のシステム

設計や利用者負担等に差が生じ得るが、横浜市以外にも多くの政令市において来

年度中を目途にコールセンターが開設される見込みであり、府県レベルでもコー

ルセンター開設を検討中のところがある。 

 また、コールセンターを持たない自治体においても、代表電話への接続という

形態での使用も有用と考えられ、これらを総合すれば、潜在需要は相当数あるも

のと考えられる。 

 

（４） 同一の１ＸＹ番号による利用者への影響 

 

 行政への問い合わせ用番号として自治体によらず全国同一の１ＸＹ番号で提

供する場合に、接続される自治体ごとにサービス内容が異なることが予想され、
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同一の１ＸＹ番号で全国同一サービスが受けられないことで利用者に混乱が生

じる可能性も考えられる。 

 しかしながら、もともと自治体から提供される行政サービスは各自治体により

異なる性質のものであることから、同一の１ＸＹ番号をダイヤルしても地域毎に

行政窓口の対応が異なることは当然想定されるものである。 

 このため、行政手続き等への問い合わせを行う際にダイヤルする番号が全国共

通であることにより、特に利用者の混乱が生じるとは考えにくく、１ＸＹ番号に

より提供される行政サービスの具体的内容は各自治体において判断されるべき

ものと考えられる。 

 

（５） 対象地域及び対象事業者 

 

 横浜市から導入当初に求められているのはＮＴＴ地域会社の加入者による当

該自治体の地域内からの接続である。 

 他方、勤務先など他の行政区域から自身の居住する自治体への接続が可能とな

ることについての需要も想定される。さらに、ＮＴＴ地域会社の加入者のみなら

ず、すべての事業者の加入者から同一の１ＸＹ番号により発信可能であることは

利用者にとっての利便が高いと考えられる。 

 このため、仮に導入当初は限られた地域及び限られた事業者からの接続に限定

されるとしても、当該地域外からの接続や対応事業者の拡大についても検討して

いくことが必要である。 

 

（６） 全国的な利用 

 

 １ＸＹ番号を使用する自治体が少ない場合には、例えば、転居を行う際に１Ｘ

Ｙ番号での問い合わせが出来る場合と出来ない場合があるなどして、利用者の混

乱が生じる可能性があることから、その使用にあっては全国的に広く利用される

状態にあることを前提とすることが必要である。 

 このため、できる限り多くの自治体で使用することとなるように取り組むこと

が求められる。 
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（７） その他の留意事項 

 

 当面は、新たな１ＸＹ番号の利用者への認知が低いことや、全事業者から接続

されないことから、利用者の混乱が生じることも想定されるため、従来の０ＡＢ

～Ｊ番号による接続と併用しつつ、新たな１ＸＹ番号を周知していく取り組みが

必要である。 

 

３－２ まとめ 

 

 以上の検討の結果、行政に対する問い合わせに限り使用できる番号として１Ｘ

Ｙ番号を２番号（市町村と都道府県）付与することが適当である。 

 ただし、１ＸＹ番号を使用するにあたっては、全国的に広く利用される状態に

あることを前提として使用すべきであり、また、加入者交換機の収容区域と行政

区域が一致していない地域において発信する際に、適切な市町村にどのような方

法（自動かガイダンスかなど）で接続するのか、市内通話料金区域を越えた通話

となる場合の対応、さらには、利用者の利便性向上に向け、他の行政区域からの

発信など当該地域外からの接続や、携帯電話やＣＡＴＶ電話、直収電話や０５０

ＩＰ電話など対応事業者の拡大を念頭におきつつ、全国的に統一したサービス条

件を策定することが必要と考えられる。 

 

３－３ 具体的な番号の検討 

 

（１） 具体的な番号 

 

 将来的に、地域外からの接続の際に、市外局番＋１ＸＹ番号による接続の可能

性も考えられるが、この場合、桁ずらし発生時に天気予報（１７７）と同様に市

内局番を保留することが必要となる。このため、番号の効率的利用の観点からは、

天気予報と同じ１７Ｙ系列とすることが有効であると考えられる。 

 また、市町村と都道府県の番号については、覚えやすさから連続した番号を使

用する案も考えられるが、似たような番号が続くことによる利用者の混乱の可能

性にも留意しつつ検討する必要がある。 
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（２） 分類 

 

 平成１０年度番号研究会では、「Ａ分類については、広範囲の利用者により容

易に認識できる必要があることから、１ＸＹ番号の３桁を事業者間で統一して使

用。一方、Ｂ分類については、３桁目までを番号ごとに大枠で用途設定した上で、

４桁化等によりできるだけ番号空間を拡大して使用することとし、４桁目以降は

事業者の創意工夫で使用。」と整理されている。 

 行政に対する問い合わせについては、広範囲の利用者により容易に認識できる

必要があり、かつ、３桁を事業者間で統一して使用する形態が想定される。各電

気通信事業者が付加的なサービスを自社の利用者へ提供するために用いるＢ分

類の１ＸＹ番号とは性質が異なると考えられることから、Ａ分類として整理する

ことが適当である。 

 

（参考 平成１０年度番号研究会での整理） 

   Ａ分類：広範囲の利用者により容易に認識できる必要があることから、１ＸＹ

番号の３桁を事業者間で統一して使用。  

   Ｂ分類：３桁目までを番号ごとに大枠で用途設定した上で、４桁化等によりで

きるだけ番号空間を拡大して使用することとし、４桁目以降は事業者

の創意工夫で使用。 

 

４ 導入に向けた取り組み 

 

 まとめで述べたように、１ＸＹ番号を使用するにあたっては、全国的に広く利用

されるための対応に加え、全国的に統一したサービス条件の策定、費用負担方法等

の調整が必要である。 

 そこで、今後、総務省により自治体と関係事業者の間の連絡調整の場を設け、関

係者においてこれらの調整を実施していくことが適当である。 

 

 また、これらの検討が進み、１ＸＹ番号が導入される場合にも、導入当初は、利

用者の新たな１ＸＹ番号の認知度が低いことも想定されることから、従来の０ＡＢ
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～Ｊ番号による接続と併用しつつ、新たな１ＸＹ番号を周知していく取り組みが必

要である。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

 

インターネット電話への転送について 
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第４章 インターネット電話への転送について  

 

１ 検討の背景 

 

１－１ インターネット電話の概要 

 

 近年、ＡＤＳＬやＦＴＴＨといったブロードバンド常時接続サービスの普及に

伴い、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）等から、インターネットプロトコルを使

用して、いわゆるインターネットを経由する電話であるインターネット電話が利

用されるようになってきている。これらの多くは、お互いのＰＣに当該ソフトウ

ェアがインストールされており、必要な入出力装置及びインターネット環境が整

っていれば国内、国外問わず通話ができるものである。  

 インターネット電話は、独自のＩＤ番号によって通信しているため、既存の電

話網により提供される電話サービスとは切り離されて提供されているものが多

い（図表４－１）。 

 

 

 

ID: BBB22

インターネット

ID: AAA11

PSTN網
VoIP網

03 - XXXX - XXXX

050 – XXXX - XXXX

×

電気通信番号の付与は認められない
＝

既存電話からの
着信不可

インターネット電話

インターネット電話

総合品質の保証がないネットワーク

既存電話網

 

 

図表４－１ インターネット電話の概要 
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１－２ 現行制度におけるインターネット電話の扱い 

 

 我が国においては、現在、電気通信事業者によりインターネットプロトコルを

使用して電気通信事業者により提供される電話として電気通信番号規則上の要

件を満たすもの（以下、「ＩＰ電話」という。）に対し、０ＡＢ～Ｊ番号と０５０

番号の２種類の電気通信番号を指定している。ＩＰ電話は、インターネットプロ

トコルを利用しているという点ではインターネット電話と同様であるが、インタ

ーネットは経由せず、各事業者の管理下にあるＩＰ網を経由するサービスであり、

発信端末から受信端末までのエンド～エンドでの音声品質が確保されている。 

 

 ０５０番号と０ＡＢ～Ｊ番号によるＩＰ電話については、電気通信事業法に基

づく電気通信番号規則、事業用電気通信設備規則等により、これらの番号を利用

して音声通信役務を行うための要件がそれぞれ定められている。 

 

 他方、インターネット電話については、電気通信事業者により、エンド～エン

ドでの品質保証等を行うことができないことから、電気通信番号の指定を行って

いない（図表４－２）。 

 

加入電話並の品質加入電話並の品質

■ ＩＰ電話専用の「０５０」番号■ ＩＰ電話専用の「０５０」番号

品質のレベル

品質担保のないもの
（インターネット電話）

電話として最低限の品質

■ 従来の加入電話と同じ「０ＡＢ～Ｊ」番号■ 従来の加入電話と同じ「０ＡＢ～Ｊ」番号

注：Ｒ値
IP電話の総合伝送品質を表す数値。
発信端末から受信端末までのエンド～エンドの音声品質を示す。
数値が大きい方が高品質を意味する。

番号なし

ＩＰ電話に使われる番号

0AB-J 050

R 値（注） 80 超 50 超 

遅延 150 ミリ秒未満 400 ミリ秒未満 

 

総
合
品
質

 

図表４－２ ＩＰ電話等における品質と電気通信番号 
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１－３ インターネット電話への転送 

 

 インターネット電話の普及に伴い、既存電話網からの発信をインターネット電

話で受けたいとのニーズが出てきている。このため、既存電話網の発信を、イン

ターネット電話へ転送するサービスの提供を検討している電気通信事業者が出

てきている。 

 インターネット電話への転送は、既存電話網からの発信を、ＧＷ等において、

電気通信番号からインターネット電話の固有のＩＤに変換する等により、インタ

ーネットを通じてインターネット電話へ着信させるものである（図表４－３）。 

 

 

既存電話網
（ＰＳＴＮ、ＩＰ、ＩＳＤＮ等）

発信元

050-△△△△-1111をダイヤル

GW等

インターネット電話

インターネット

着信先

転送元 転送先

ID:AAA11

着信先番号：
050-△△△△-1111

着信先番号050-△△△△-1111を
転送先ID: AAA11 に変換、通話の転送を行う

発信者番号
03-XXXX-XXXX

発信者
通話先

発信元：電話をかける側の電話網に接続された端末。
発信者：発信元から電話をかける者。
着信先：電気通信番号による通信の終端点（ＧＷなど）。
転送元：転送先に転送を行う主体。
通話先：発信者が通話をする目的の者。
発信者番号：発信者が使用するサービス等の電気通信番号。
着信先番号：着信先を示す番号。

例）PSTNから発信、インターネット電話へ転送を行う場合

 

 

図表４－３ インターネット電話への転送 
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２ インターネット電話への転送の課題 

 

 転送サービス自体は、固定電話網内や固定電話－携帯電話間等で従来から行われ

ているものである。しかしながら、これらは他の番号への転送、つまり、事業者に

より管理されたネットワーク間の転送である。 

 これに対し、既存電話網からのインターネット電話への転送は、事業者の管理が

及ばないインターネットを経由する転送となる。このため、インターネット区間で

はネットワークの管理ができないことから通話品質が低下するおそれがあるほか、

なりすましなどセキュリティ上の問題が発生する可能性もあるが、これらについて

は電気通信事業者の責任が及ばない。また、故障発生時に事業者による対応が期待

できない可能性もある。 

 上記に加えて、インターネット電話への転送では、費用を負担している発信者は

発信時に、着信先の番号のみでは、電気通信事業者の網内で呼が完結しているのか、

インターネットを経由してインターネット電話に転送されているのかを知ること

ができない。 

 

 こうした点から、インターネット電話への転送について、電気通信番号の指定の

要件に照らし認められるものか否か、また、認められるとした場合には発信者保護

の観点からどのような方策が必要かについて検討する必要がある。 
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３ 検討 

 

３－１ インターネット電話への転送の考え方 

 

 電気通信番号の指定に際しては、一定以上の通話品質の確保を要件としており、

発信者から通話先までエンド～エンドで通話品質要件が満たされていることが

必要である。インターネット電話への転送についても、発信者から通話先までエ

ンド～エンドで電話サービスを提供しているとみなせるものについては、通話品

質の確保が必要となる。例えば、呼を着信させずネットワーク上でＳＩＰサーバ

等を介して転送する方式の場合には、発信者からインターネット電話の受信者ま

で、インターネット区間も含めて電話サービスを提供しているものと考えられる。

この場合、インターネット区間では通話品質の要件が満たされないことから、電

気通信番号を使用するサービスとして許容されないものと考えられる。 

 

 一方、ＧＷ等で一旦、呼を着信させた上で、インターネットに転送させる形態

でのインターネット電話への転送であれば、発信者からインターネット電話の受

信者までの電話サービスの提供ではなく、呼の着信までとインターネットへの転

送は別個の役務と整理される（図表４－４）。この場合、通話品質の確保が求め

られるのは、一旦、呼を終端するまでの区間であり、この区間では通話品質の要

件は充たされるため、電気通信番号の指定要件から問題とはならない。このため、

インターネット電話への転送は、一旦、呼を着信させた上でインターネットに転

送させる形態であることが必要である。 
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発信元 着信先

転送元 転送先

電気通信番号による通信役務 転送役務（独自のIDなどによる通信）

通信品質を維持管理 品質はベストエフォート
事業者の責任

発信者保護： 転送が行われる際、
その旨を通知することが必要

既存電話網
（ＰＳＴＮ、ＩＰ、ＩＳＤＮ等）

050-△△△△-1111をダイヤル

GW等

インターネット電話

インターネット

ID:AAA11
着信先番号：
050-△△△△-1111発信者番号

03-XXXX-XXXX

例）PSTNから発信、インターネット電話へ転送を行う場合

発信者

通話先

一旦着信する

 

 

図表４－４ インターネット電話への転送の際の役務の切り分けイメージ 

 

 

 

３－２ インターネット電話への転送に係る発信者の保護方策 

  

 着信転送の形態によるインターネット電話への転送が許容される場合でも、発

信者は、当該通信がインターネットを経由して通話先に転送されているのかどう

か分からないため、発信者保護の観点から何らかの方策が必要である。 

 

 これについては、発信者が呼接続を継続するかを選択可能な機会を確保するた

め、インターネットを経由している点について、インターネットへの転送前にガ

イダンスにより発信者に告知することが現実的な対策と考えられる。 

 ガイダンスの内容としては、例えば、 

「インターネット電話サービス（又は個別サービス名等）に転送します。」 

等が考えられる。 

 

 さらに、ガイダンスが挿入された場合でも、インターネット電話への転送にお

ける注意点等については、発信者が直ちに認知することは困難であると考えられ

ることから、当該サービスを提供する事業者等において、利用者（当該サービス

の契約者以外に、広く電話の利用者一般を含む。）に、インターネットを経由す
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ることの意味を幅広く告知していくことが必要である。 

    

 なお、ガイダンスの挿入により発信利用者は通話の都度ガイダンスを聞かなけ

ればならず発信利用者の利便が害されるのではないかとの観点から、ガイダンス

を挿入せず、例えば利用者にインターネット経由で接続されることがあることを

幅広く告知することで代替可能なのではないかとの提案もあった。しかしながら、

インターネット電話への転送自体が一部の利用者により限定的に行われている

現時点においては、告知のみによって国民一般の理解が得られる環境に至ってい

るとは考えられないため、不適当と考えられる。 

 

 ただし、使用頻度の高い利用者が毎回同様のガイダンスを聞くこと等がサービ

ス提供の妨げになる場合には、（２度目以降は）中途でガイダンスのキャンセル

を可能とする方法や、ガイダンスをできる限り短くする方法など、利用者が煩わ

しく感じないような運用上の工夫も考えられる1。 

 

 

                                                  
1 ガイダンスの内容については、国際的に理解できるものとするよう、必要に応じ、提供事業者

において配慮することが適当である。 
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３－３ その他 

 

 一般的な着信転送サービスにおいては、発信元の発信者番号が転送先まで通知

されることが通常ではあるが、システムによっては、転送の際の発信に用いられ

る回線の番号が通知される場合も許容されている。 

 

 インターネット電話への転送の場合にも、通話先に発信者番号が通知される場

合には、利用者の利便性の観点からは、発信元の番号を通知することも考えられ

る。  

 

 なお、インターネット電話への転送とは直接関係はないが、逆にインターネッ

ト電話から発信し、既存電話網へ着信する場合については、ＧＷなどで既存電話

網発信に用いた回線の番号が通知されると、その番号にかけ直した場合に必ずし

もつながるとは限らないことや、特に０ＡＢ～Ｊ番号が通知される場合には地理

識別性等の点で問題があるなど、利用者保護の観点から慎重に対応する必要があ

る。このため、一般的には、インターネットから既存電話網へ転送を行う事業者

は、発信者番号を通知しないことが適当である。ただし、０Ａ０番号については、

確実に着信転送サービスの個々の利用者からの発信であることが確認できる場

合に限って、ＧＷなどで既存電話網発信に用いた回線の番号を通知することも考

えられる。 

 

 



 

おわりに 

 

 我が国の電気通信番号の在り方については、これまで長年に渡り、有識者、

電気通信事業者、メーカ、消費者団体等の参加により、研究会の形で検討し

てきている。今回の研究会はちょうど１０回目の開催となる。 

 電気通信市場の進展のスピードは速く、新たなビジネスモデルやサービス

が次々に開発される中で、電気通信番号の在り方に関する検討課題も枚挙に

いとまがない。特に近年、ネットワークのＩＰ化等に伴い、この傾向は強ま

っており、今後、こうした課題に適時適切に対応するためには、累次の番号

研究会のようなアドホックの検討体制ではなく、常設の検討体制が必要と考

えられる。 

他方、こうした課題の中には、近年は事業者間の利害が直接対立するよう

な課題も増えてきている。事業者の利益に直結する課題について、関係事業

者が参加する研究会において中立的に議論し、結論を得ることには、自ずと

限界があると考えられる。 

このため、今後は、電気通信番号政策について検討する常設の場を新たに

設け、関係事業者をはじめ、広く意見を聴取し、適切に検討することが考え

られる。 

 電気通信番号は、電気通信サービスの円滑な提供の確保、利用者の利益の

保護のため、非常に重要な役割を担っているものであり、今後のネットワー

クのＩＰ化の進展やネットワークのグローバル性に配慮しつつ、適切に管理

されることが求められる。 

最後に、１０回目の節目を迎え、これまでの関係者のご尽力に改めて感謝

する次第である。 
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